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第６回 官民競争入札等監理委員会 統計部会 議事次第 

 

 

日時 :平 成 18 年 11 月 16 日 （ 木） 10:00～11:10 

場 所 :総 務省統計局特別会議室   

 

１  開  会  

 

２  総 務省統計局からのヒアリング  

 

３  統 計センター業務についてのヒアリング  

 

４  総 務省政策統括官室（統計基準担当）からのヒアリング  

 

５  そ の他  

 

６  閉  会  
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○斉藤部会長  おはようございます。それでは、定刻となりましたので、第６回「統計部

会」を始めさせていただきます。 

  本日は、総務省の統計局からの報告、統計センター業務の民間開放についてのヒアリン

グ、総務省政策統括官室からのヒアリングを行いたいと思います。 

  審議に入ります前に、事務局から説明をお願いいたします。 

○熊埜御堂参事官  本日は、統計局庁舎で「官民競争入札等監理委員会統計部会」を開催

することになりました。まず、事務局の方から統計局・統計センターの関係者の皆様に、

改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

  また、本日は、統計部会は 11 時 10 分なり 15 分ぐらいまでの予定で、その後統計センタ

ーの視察を委員の方々にしていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、まず資料の確認をしていただきたいと思います。議事次第の中で、統計部会

作成資料から始まります資料が１つございます。 

  それ以外に「委員限り」ということで、「市区町村紹介結果概要（暫定版）」「サービ

ス統計の整備充実に向けた総務省の取組み」という資料がございますが、これは総務省統

計局の方の御説明の中で、適宜利用されるということでよろしくお願いいたします。 

  その議事次第をめくっていただきまして、統計部会作成資料と書いてございます「統計

局・統計センターに対する質問事項」というものに沿いまして、本日の審議の趣旨を簡単

に御説明させていただきたいと思います。 

  本日お願いしたヒアリングの内容でございますが、ここの質問事項にあるとおりでござ

いますが、統計部会の事務局といたしましては、９月にとりまとめました基本方針の改訂

に向けて、一応年末に予定しておりますが、それに向けて詰めるべき事項をきっちり整理

していきたいという趣旨から、以上のような質問事項を整理させていただいたということ

でございます。 

  統計局の検討状況でございますが、前回の 11 月１日の統計部会でお聞き取りいただきま

したとおり、現在地方公共団体で平成 19 年に行われる周期調査について、行うところがあ

るのかどうか、またその意見・要望を都道府県、市町村から聞かれているようでございま

すので、その内容についてどのように整理していくのかということについての検討状況、

本日までの状況についてお聞きしたいということでお願いしているところでございます。 

 サービス産業動向調査の検討状況はどうなっているのかというのが５番でございますが、

これにつきましては、骨太の方針の方で７月にとりまとめられましたが、そこでサービス

統計の充実ということがうたわれておりまして、それを具体化する形で、総務省統計局の

方でサービス産業動向調査の御検討をされていると。まだ予算要求等の段階でございます

ので、詰まった段階とは承っておりませんが、民間事業者を使うのか、民間活力を使うの

か、その辺りまだ検討途上だと思いますけれども、統計調査の民間開放とも関係あるので

はないかということで、本日までの検討状況で、19 年度に試験調査を行うというのは聞い
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ておりますので、それは民間開放によって行う方向で検討しているのか。また、20 年度以

降本格調査実施と承っておりますが、それについてどのような形でやっていくのかについ

て整理していただきたいということで、お願いしているところでございます。 

  統計センターでございますが、１のところで、前回 11 月１日の統計部会で御説明いただ

いたところから、６月末までとすべきと考えるがいかがか。これは、本日の資料で修正し

た形で提示されておられますので、それを確認していただくとともに、民間開放に向けて

の具体的な検討、手順・体制、符号格付業務の体制、あと統制センター業務の中で、民間

事業者にとって魅力がある業務とか、民間事業者にどの程度ノウハウがあるかについて、

どのような整理を行っておられるのかということについて確認していただきたいというこ

とで、質問事項をまとめさせていただいております。 

  政策統括官室の関係でございますが、ガイドラインの改定について、どのように行われ

ているのかについて、ガイドラインの改定は、以前政策統括官室からヒアリングをさせて

いただいたときに、11 月にも各府省に呼びかけて検討を開始したいという話でございまし

たけれども、どうなっているのか。また、いつまでに行う予定なのか。 

  それから、政策統括官室は制度所管部局でございますので、各府省に共通する民間開放

の在り方、各府省に共通する課題について整理すべきだと考えるがどうかということ。こ

れは、指定統計調査を所管する各府省からヒアリングをしていただきましたときに、各府

省の中で、例えば総務省統計局の試験・調査等の結果を待ちたいとか、ガイドラインの改

訂があるので、それを待ちたいとかという御意見がございましたので、その辺りについて

制度所管部局としてどうお考えなのかということを確認していただきたいということでご

ざいます。 

  司令塔機能の強化等を含めて、統計法の改正が現在、通常国会に出す方向で検討中とい

うふうに承っておりますので、その中で統計調査の民間開放について整理をしないのか、

改正に盛り込むことを検討しないのかという辺りについても、どういうお考えなのか。ま

だ、これも検討途上ではありますけれども、どういうお考えなのかを確認していただきた

い。 

  このようなことを確認していただいた上で、私どもとしては年末の閣議決定、基本方針

の改訂に向けて、どのような案文をつくっていくのかということについての整理をさせて

いただきたいと考えているところでございます。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。 

  それでは、本日は大変お忙しいところを統計局長まで御参加いただきまして、大変あり

がとうございます。 

  最初に局長の方からごあいさつをいただいて、その後統計局の方から、地方自治体から

の意見聴取の状況についての御説明と、科学技術研究調査の民間開放についての御説明を

お願いしたいと思います。 
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  どうぞよろしくお願いいたします。 

○衞藤統計局長  おはようございます。統計局長の衞藤でございます。本日は、わざわざ

若松町の局、センター、政策統括官の方まで先生方にお越しいただき、本当にありがとう

ございます。 

  統計関連業務の民間開放につきましては、９月以降御熱心に御審議いただき、誠にあり

がとうございます。厚く御礼申し上げたいと思います。 

  私、昨年の８月に統計局長に着任したわけでございますが、あれ以来国勢調査の見直し、

あのころから民間開放の話も始まっておりましたが、それ以外でも経済センサスの準備、

政策統括官の方でやっております統計法の改正等々、考えてみれば統計にとっては大きな

流れの変更、変化の節目に来たのではないかと思っております。 

  そういう中で、先生方に御担当いただいております民間開放につきましては、実査の主

体を変えるという根本にかかわる、これまでにない発想の中でやっていかなければいかぬ

ということではございますけれども、非常に重要な問題と認識しております。 

  そういうことで、統計局に関しましては、計画の策定の後、地方公共団体との調整、業

者の資格要件、入札の評価基準等々につきまして、慣れぬ分野ながら一生懸命局を挙げて

取り組んでいるところでございます。一歩ずつではありますけれども、私も着実に進んで

いるのかなというふうに考えてございます。 

  また、独立行政法人の統計センターにつきましては、閣議決定に基づく民間開放の方策

を本日お示ししているところでございます。また、これから先生方はセンターを御視察い

ただくということで、そういう中でこの統計センターは、昔から局と一体となってやって

きたわけでございますが、ここで地道ながら製表、タブレーションという、外から見ると

労働集約的な機関かと思われるわけでございますが、実は私も近くで見てまいりますと、

かなり専門的な分野もたくさんやっているわけでございまして、特に疑義照会、職業分類、

産業分類、家計収支分類等、やはり独特のといいますか、統計調査になくてはならない大

事なところをやっていただいているということでございます。 

  さらに、今後数年間かけて統計局の製表部門から、むしろ政府全体の集計部門というこ

とで、いわゆる最適化の取組みもやっているわけでございまして、そういう中で本日御視

察いただけるということは、非常に結構なことだと存じているわけでございます。 

  センターは、地道ながらも統計の正確性、信頼性確保のために、大切な役割を負ってい

るわけでございますので、是非本日はお時間の許す限り御見学いただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、統計行政の効率化というのは大事な話でございまして、先ほど

申し上げましたように、慣れぬところもございますけれども、我々といたしましても、積

極的に一生懸命取り組んでいきたいと思いますので、今後とも御指導、御鞭撻のほどよろ

しくお願いしたいと思います。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

○斉藤部会長  それでは、課長、お願いいたします。 
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○飯島課長  それでは、まずお手元の資料１の３ページの「科学技術研究調査の民間開放

についての考え方」を、まず簡単に説明させていただきます。 

  総務省が実施しております指定統計の中で、この科学技術研究調査だけが直轄で実施し

ているものでございまして、調査は郵送で毎年１回実施しております。国の職員が疑義照

会・督促を、電話あるいははがきを使って実施している調査でございまして、既に御報告

申し上げているとおり、18 年度中に入札を実施いたしまして、19 年の調査から民間開放を

開始するということにいたしたいと思っております。 

  この民間開放につきましては、公共サービス改革法に基づく民間開放で行いたいと考え

ておりまして、その理由はペーパーの中段にまとめてございますけれども、公共サービス

改革法で定められている事業者に対する守秘義務、あるいは罰則の規定、更に事業者の監

督、立入検査、みなし公務員規定、こういったものによりまして、事業の確実な実施を確

保していきたいというのが１つございます。 

  さらに質に関する事項とか、評価の基準といったものについて定めた実施要項、官民競

争入札等監理委員会において審議していただくことなどによりまして、透明性、公正性、

中立性を確保するとともに、民間の創意工夫を生かして、質の維持向上を図っていきたい

ということがございまして、科学技術研究調査は非常に重要な調査でもございますので、

この公共サービス改革法に基づく民間開放で実施したいと思っております。 

  ただ、これにつきましては、その下にございますように、民間競争入札、官民でなく民

間競争入札で行いたいと考えておりまして、基本的には民間が担うことができるものは民

間に委ねるという観点から、今まで国の職員が対応していた業務につきまして、19 年度か

ら民間に委託していくという形で考えております。 

  こういった業務を民間に委託することによりまして、民間事業者の実施状況、コストを

把握して、今後の指定統計調査の民間開放の検討の参考にもしてまいりたいと考えており

ます。 

  以上が資料１の御説明でありまして、先ほど事務局から御説明がありましたように、幾

つか質問事項をいただいております。その中で地方公共団体の意見・要望を踏まえて、ど

のように環境整備を行っていくのか。地方公共団体から出された意見・要望について、ど

のように対応していくのかという御質問をいただいております。 

  前回も若干御報告申しましたが、10 月に全都道府県と全政令市を集めました、全国レベ

ルの会議を実施いたしまして、また都道府県、主な市に対しまして意見照会を行っている

ところでございます。 

  また、先週から今週、来週にかけまして、ブロック別に各都道府県の統計課長を集めた

会議を開催いたしまして、更に細かい疑問点等につきまして意見交換などを行い、細かい

意見聴取も行っている状況でございます。 

  本日、委員限りの資料としてお手元にお配りいたしましたが、市区町村に対する照会の

結果を暫定的にまとめたペーパーを用意させていただきました。 
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  前回の統計部会におきまして、都道府県からの照会結果をまとめさせていただき御報告

いたしましたけれども、市区町村からの結果につきましても、おおむね都道府県からの回

答と重複している部分が多く出ております。 

  ただ、都道府県との役割分担の話、あるいは受け皿となる民間事業者の不足を心配する

意見というのが、やや多かったと感じております。 

  なお、この照会につきましては、原則として人口 10 万人以上の市区に対して、都道府県

を通じて照会を実施いたしましたけれども、都道府県の判断で 10 万人未満の市区町村に対

しても一部照会しておりまして、結果的に今 531 の市区町村から回答をいただいておりま

す。 

  簡単に前回の都道府県の意見で御報告したものと若干異なるところを中心に御説明させ

ていただきますと、民間事業者の活用により効率化が可能と考えられる事務、これは都道

府県からの意見とほぼ同様でございます。 

  ２の「民間委託した場合の効果、心配な点」ですけれども、期待される効果といたしま

しては、これも都道府県の回答とほぼ同じですが、３つ目の調査員確保等の事務が大幅な

軽減する。市区町村の場合は、基本的には５年周期の調査が事務の対象になってまいりま

すけれども、これが大幅な軽減されることが期待できる。 

  さらに専門的知識を備えた調査員の確保が均一的に可能ではないかという意見もいただ

いております。 

  心配される点ですけれども、これも３つ目の○にございますが、民間事業者の経常的な

事業展開が可能かどうか。今、申しましたように５周期の調査が市区町村の事務になって

まいりますので、経常的に事務が出てくるのかどうかという心配があると思います。 

  さらにその次ですが、登録調査員制度への影響とか、対象者からの苦情対応等について

も役割分担を明確にしてもらいたいという意見があります。 

  裏面ですけれども、民間事業者の活用全般についての姿勢ということで、４つの選択肢

を選んでいただく形で回答いただいております。是非検討したいというのが 54、検討して

もよいが 230 、今のところ検討する考えはないが 226 、全く検討する考えはないが９、無

回答が 12 でございます。 

  ４の「民間事業者を活用した効率化のため、現行制度について改善すべき点」でござい

ますけれども、１つ目の○は県の回答にも同様のものがございましたが、特に市区町村の

場合、先ほど申しましたように、５年周期の調査が仕事になってまいりますので、統計局

の調査だけでなくて各府省の調査の民間開放を検討してもらいたいという意見が出てきて

おります。 

  ３つ目の○ですが、可能な限り法定受託事務を国または都道府県に引き上げて、一括し

て発注する方策を探るべきではないかという御意見をいただいております。 

  ５の全般的な意見・要望ですが、１つ目の小規模な市区町村では、スケールメリットが

働かないのではないか。 
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  ２つ目、トラブルの発生時等のために、責任の所在を明確にしてもらいたいという意見。

それ以外は、都道府県のときに同じような意見が既に出ているものでございます。 

  こういう形で市区町村の方の意見も大体とりまとまってまいりましたので、前にまとめ

ました都道府県の意見と合わせまして、これから早急に地方公共団体からの意見を整理い

たしまして、論点をまとめて、それぞれの論点についての対応方針を早急にまとめてまい

りたいと思っております。 

  また次の統計部会で、その辺りは御報告をさせていただきたいと思っております。また、

19 年の周期調査につきましては、今、幾つか可能性のある地方公共団体と個別に調整して

おりまして、また結果は出ておりませんけれども、これも早急に個別の地方公共団体での

実施の可否について結論を出してまいりたいと思っております。 

  それと同時に並行いたしまして、環境整備ということで統計法施行令の改正に向けて、

法制局等、関係のところとの調整も並行して進めております。 

  また、法定受託事務の処理基準として、入札や契約のための基準につきましても、具体

的に検討を進めているという状況でございます。 

  こういった、特に 19 年の周期調査を前倒しで現在環境整備の準備をしておりますけれど

も、そういった準備内容も活用しながら、それ以外の調査につきましては統計局で開催し

ている研究会での議論の結果なども踏まえまして、今後環境整備の内容、スケジュール等

を具体化してまいりたいと思います。また、次回の部会でもこの辺りの方向性を御報告し

てまいりたいと思っております。 

  最後に、サービス業の調査でございますけれども、これにつきましては、以前からサー

ビス産業全体の動向を把握する統計が整備されていないという御指摘をいただいておりま

して、今年の経済成長戦略大綱、あるいは骨太の基本方針 2006 といったものにも、平成 2

0 年度の統計の創設が盛り込まれているところでございます。 

  具体的な調査の概要は、下から２つ目の四角にございますが、サービス産業動向調査と

いう名前で、サービス産業全体の動向、売上高、あるいは事業者の総数といったものを、

できれば月次単位で把握してまいりたいと思っておりまして、調査方法ですが、調査員調

査と郵送オンライン調査の併用を考えております。 

  その際に、民間調査機関を活用することを前提に検討しているという状況でございまし

て、来年度の 19 年度につきましては、この本調査を実施する前の準備という形で試験調査

を行いたいと思っておりまして、これの予算を要求している状況でございます。 

  試験調査につきましても、民間事業者を活用する形での調査ということで、現在準備し

ている状況でございます。 

  以上でございます。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。 

  それでは、幾つかテーマがあるわけですけれども、科学技術研究調査の問題、これは民

間競争入札という御説明がありましたが、そのほか周期調査の問題、総務省所管のほかの
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指定統計調査についての問題、それから最後にありました新しいサービス動態統計調査、

この辺を含んで御質問、御討議をいただきたいと思います。 

  どなたからでも、どうぞ。 

  佐々木さんどうですか、市町村問題というのが非常に大きいので、まず佐々木さんお願

いします。 

○佐々木専門委員  市町村の方も都道府県と同様な御意見だったということで、そうだろ

うという感じなんですけれども、今もお話ありましたように、19 年度に行われる周調、全

物の民間開放ということですけれども、計画にもありますように、特例条令の制定の手続

とか、またそれぞれの予算編成の作業等の日程を考えますと、これはかなり自治体側にと

っては厳しいものだと思われます。 

  先ほどの入札、契約等の中身の基準等の検討ということで、その辺がはっきりわかって、

これは両方とも市町村での調査ですから市町村の方に踏み込む形になろうと思います。や

はり非常に厳しい、難しい状況にあると思います。 

  ですから、時期を逸したために、この意見の方にもございましたけれども、民間開放を

しようと思っても実施できないということのないように、準備方よろしくお願いしたいと

思います。 

  また、そのほかの指定統計調査の部分もそうなんですけれども、今、取り組まれており

ます、統計調査の民間開放をずっと進めていこうとすれば、やはり民間事業者の魅力、ま

たは創意工夫の余地、そして地方自治体側のメリットというものがなければ、なかなか進

まないのではないかと思います。 

  今、地方自治体は組織のスリム化、または効率的な運営ということで行政改革を進めて

おります。ですから、この民間開放の対象の業務範囲をもっと広げて、そもそもの自治体

側の業務そのものをという形の議論になっていくことが必要ではないかと思っております

ので、その辺についても自治体側も一緒になって検討していくということで進めていくこ

とが必要ではないかと思っております。 

  以上です。 

○斉藤部会長  小幡先生、どうぞ。 

○小幡部会長代理  この市町村の照会結果概要のところで、大事な御指摘が何点かあると

思うのは、これはこちらの方で各府省にも言っていることですが、確かに効率化の効果を

上げるためには、各府省の調査でも足並みをそろえる必要はあるのではないかと考えてお

ります。 

  それはそちらサイドだけの話ではないですが、全体としてそういう問題意識を私ども持

っております。 

  それから、いろいろ難しい問題があって、そこに可能な限り法定受託事務を国または都

道府県に引き上げて、一括して実施する方策を取るべきというもっともな御指摘がござい

ますので、これは前々からそういうお話をしていたところでございますが、やはりそうい
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う市町村の方の現場でも、そういう感覚を持ってらっしゃるんだということですので、今

回はそうでない形でやるのはわかりますけれども、将来的には、そういう方策で探ってい

っていただきたいと思います。 

  今、佐々木専門委員がおっしゃったことですが、準備、インセンティブというところで

すが、前々から申し上げていることですけれども、この費用の負担を自治体にどういうふ

うに、今これこれについてこういうふうに負担しているというものがおありですが、民間

事業者に入札をかけていったときに、どういうふうになるのかというのを早目に、もうお

示しになっているのでしょうか。あるいは、まだ検討中ということなのかと思うのですが、

そうであればこれはある程度早目に出していかないと、自治体はどういうふうに対応して

いいかわからないということがあろうかと思います。 

  特に現行の委託費の大半は、調査員報酬は定額であるという指摘もございまして、この

辺どうなるかというのがわからない。どうやっていいか、自治体、現場は困るのではない

かという感じがいたしますが、いかがでしょうか。 

○斉藤部会長  どうぞ。 

○高橋専門委員  市町村の結果を見て、前回の都道府県の回答結果と比べて、検討しても

よいというのが増えている感じがして、いい方向かなと思うんですが、検討してもよいと

いうのは、私の受け取り方だと、英語で言えばメイみたいなものだから、このうちの半分

やるかなという感じで、それでも私自身はもっと少ない印象を持っているんですけれども、

これがもっともっと増えるようになってほしいと思います。 

  前々からお話しておりますように、先ほど佐々木専門委員からもお話がありましたけれ

ども、やはりいま一つ目に見えてこない。今はまだ暗中模索の状況ですから、お互いにど

うなるのかわからないのでこういった回答でしょうけれども、そのためにはやはり具体例

で、こうすればこういったメリットがあるんだという幾つかサンプル、こういったものを

もっともっと提示していくことが是非必要だと思いました。 

  もう一つ、民間の意見を正式に聞かれることも今後必要ではないか。幾つかの可能性あ

る業者を集めて、どうすれば皆さん魅力を感じますかとか、民間だっていろいろアイデア

を持っているはずですから、彼らのアイデアを聞かれることも、いろいろインターネット

でヒアリングはされていると思いますけれども、でもやはり実際に集まってお話しされる

と、また違うアイデアが出てくるのかと思いますので、今後そういったことでやられるこ

とも一ついい方法かと思いますので、御検討ください。 

○斉藤部会長  引頭さん、どうぞ。 

○引頭専門委員  １点だけなんですけれども、今日の市町村からのアンケート結果を拝見

させていただいて、なるほどというところなんですが、２ページ目の４の効率化のために

改善すべき点は何かということで、回答結果の概要の２つ目に、結構そもそも論といいま

すか、オンライン調査の導入とか、行政記録の活用とか、もっとそもそもの統計の基盤の

仕組みみたいなものを見直すこともやるべきではないかという意見が出ていて、市町村か
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らもこういう御意見が出たのかという印象を持っているわけですけれども、先ほどの御説

明では、私の聞き間違いかもしれませんけれども飛ばされてしまったようで、今日のヒア

リングでは一応こういう要望や意見について、統計局としてどのように御対応されるのか

というのがあるかと思いますので、質問してよろしいかと思うんですが、これについては

どんなお考えといいますか、今後のスケジュール感なり取組方なり、そもそもこういうこ

とをやるのかどうかも含めて教えていただければと思います。 

○斉藤部会長  飯島さん、お願いします。 

○飯島課長  今、最後に御質問いただいたものですが、さっき飛ばしました部分は、都道

府県でも全く同じ回答がありましたので省略させていただいたんですが、これ自体は民間

開放の問題も関連すると思うんですが、統計調査全体の効率的な実施の大きな話だと思い

まして、それは我々の方も各調査で、国勢調査は一番大きな形で検討が始まっております

けれども、それ以外のいろんな調査につきましても随時行っておりまして、これはそれぞ

れの調査の特性に応じて、できるだけ効率化できるようにという問題意識で、我々の方も

適宜検討はしているという状況でございます。 

○引頭専門委員  ということは、全体的なターゲット目標であるとかスケジュール感は、

今の御説明ですと個々の統計特性に応じて、入れられるところは入れるし、使えるところ

は使っていくというお話なんですけれども、全体として何か大きな目標をこれから立てて

いこうとか、そっちの方の取組みはいかがですか。 

○飯島課長  今、個別の統計ごとに、どれをどう変えるという具体的な目標は現状ではご

ざいません。それぞれの課題に応じて順次やっているという状況でございますが、それと

は切り離して、現行の伝統的な形での調査員調査を行っている、今の統計調査について、

まず民間開放ができるかどうかという視点で、今まで取り組んでいたという状況でござい

ますので、勿論効率化した上でやっていくというのが、更に進んだ形だと思いますけれど

も、それはまたそちらの方向性を出していった上でというと、更に時間がかかってくるん

ではないかという気がしております。 

○斉藤部会長  ちょっと時間がありませんので、一応ここで御討議を終わりまして、少し

まとめたいと思います。 

  まず一つは、先生方からは余り質問がありませんでしたけれども、科学技術研究調査、

これにつきましては、部会としては、御説明がありました民間競争入札で行うんだという

ことで、よろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

○斉藤部会長  それでは、そういうことで科学技術研究調査の実施要項の審議を、入札監

理小委員会において始めたいと思いますので、先生方もよろしくお願いいたします。 

  今、質問がありましたけれども、結局心配なのは、市町村、都道府県等々からの、結構

細かい心配と意見が出ている。この中で、例えば 19 年度の周期調査について、具体的にど

ういうふうになさるのか。 
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  この質問の表にもありましたけれども、どこか地方公共団体で行う予定先が出てきてお

りますかと、出てきてないとすれば、どういうふうになさるんでしょうかといった質問が

あったと思いますが、我々としては時間がない関係で、どこか数か所でも出てくれば、ま

たこれは一つやり方はあろうかと思いますが、今のところそれが見えてないと、どういう

ようにして、この市町村の問題点をとらえていかれるかということがちょっと心配で、で

きますれば、なかなかお忙しくて大変だと思いますが、次回ぐらいまでに少し具体的にタ

ーゲットを絞った都道府県、あるいは市町村対策というものを聞かせていただけたら、大

変ありがたいと思います。 

  同様な問題というのは、ほかの指定調査についても、スケジュール感をこの部会で示し

ていただけると助かる。ある程度やはりスケジュールをつくっていかないと、なかなかこ

の問題は進まないのではないかと思いますので、できればそういうふうにお願いしたいと

いうことでございます。 

  最後に御説明のありました、新しくスタートされますサービス動態統計調査、今、御説

明ありましたように、基本的に民間開放ベースでおやりになるということでありますけれ

ども、まさしく全く新しいしがらみのない調査ということでありましょうから、是非公共

サービス改革法に基づく民間開放を積極的に取り組んでいただけたらと思います。 

  一応そういうふうにまとめさせていただきまして、今、基本方針の改定に向けて、引き

続き詰めさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

本日は、大変ありがとうございました。 

  これで統計局のヒアリングは終わらせていただきたいと思います。 

  続きまして、統計センターの業務についてヒアリングを行いますけれども、まず事務局

の方からお願いします。 

○熊埜御堂参事官  統計センターの関係でございますが、前回 11 月１日に統計センター業

務の民間開放について御説明をいただいたところでございますが、本日はそれを文章に整

理したものが資料２という形で提示されているところでございます。 

  事務局といたしましては、これまでの委員の先生方との調整も踏まえて、一応本日で３

月末の閣議決定にあります、独立行政法人統計センターの業務について、平成 18 年度前半

を目途に必要な方策を検討し結論を得るということの結論についてでございますが、監理

委員会と連携して、そのための具体的検討行うということで、９月の閣議決定で受け継が

れておるわけでございますけれども、その議論については本日の統計部会をもって議論を

終えていただくという方向で審議を進めていただければと思います。 

  ただ、御懸念等があれば引き続きということもあるかもしれませんが、一応そういう方

向で進めていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○斉藤部会長  わかりました。 

  それでは、統計局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
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○田口総務課長  それでは、お手元の資料についてでございますけれども、これは 11 月１

日にごらんいただいた資料と基本的には同じということでございます。ポイントとしまし

ては、民間開放に向けた方策といたしまして、符号格付業務につきましては、来年度、実

際の製表業務の一部を民間業者に委託しまして、位置づけとしては試行的な委託と考えて

おりますが、それによって実証的な検証、これは実際にその業務を民間業者に委託した場

合の結果制度ですとか、民間開放による効率化といった効果について、実証的に検討する

ことが１つ。 

  もう一つは、管理・企画、審査業務についてでございますが、こちらについては民間事

業者への更なるヒアリングや、有識者からの意見聴取等によって、業務の全般的な検討を

進めるということで、統計センターの組織、業務の見直しと並行するようなことで、19 年

度の組織、業務全般の見直しにも資するよう、民間開放に対する考え方について、ここは

以前提出した資料では 19 年６月を目途に整理ということになっておりましたけれども、こ

れは委員各位からの御指摘を踏まえまして、今回は６月末までに整理ということに改めて

おります。 

  この２つがポイントになろうかと思います。 

  あと先生方からほかに御質問が出ておりますけれども、それについてお答えいたします

と、まず統計局・統計センターにおける民間開放に向けての検討の手順・体制でございま

すけれども、これは今お手元にお配りしましたペーパーが認められれば、それに沿って検

討を進めていくことになるわけでございますけれども、符号格付の民間開放の関係は、民

間事業者に実際に委託するわけでございまして、それは入札、契約という手続を踏むわけ

でございますので、その際に民間事業者及び業界団体からヒアリングを行いたいと思って

おります。 

  また、同じころに統計関係あるいは経済関係の学者、研究者の方ですとか、民間の状況

に詳しい方面の方々、あるいは入札、契約の手続ということになりますので、そちらの方

の関係の方も含めましてヒアリングを実施していきたいと思っております。 

  そして、この製表業務そのものでございますけれども、これは 19 年度早期に行うという

ことで考えておりますので、入札の結果分析ですとか、ヒアリングの分析、それからそれ

ぞれの業務、６月末までにということでございますので、この時点で製表業務自体の内容

について、どのぐらい検討、分析ができるかわかりませんけれども、この期限までに統計

局としての考え方を整理したいと思っております。 

  さらに製表全体が終了したところで、速やかにその結果を整理した上で民間開放等の考

え方を必要に応じて修正し、確定していくことになろうかと思っております。 

  また、その過程で４番に書いてありますセンター業務の中で、民間事業者にとって魅力

ある業務、あるいはどの程度のノウハウがあるかについての早急な整理ということでござ

いますけれども、ただいま申し上げましたような民間事業者に対するヒアリング、あるい

は業界団体、リサーチの関係の業者、団体がございますので、そういったところからのヒ
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アリングを通じて、こういったことについても整理していきたいと思っております。 

  なお、３番の符号格付に関する人数、コストの関係でございますが、これはセンターの

方から聞きましたところ、今回、実施を予定しているのは、大体 10 万件～15 万件予定と

いうことで 15 万件で考えますと、これをセンターにおいて実施した場合には、平成 12 年

国勢調査の実績から考えまして、約四十人体制で２か月程度で完了する業務という見積り

であって、人件費ということになりますと、おおむね 2,500 万円であると聞いております。 

  私の方からの説明は、以上でございます。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。ちょっと時間が迫っているんですけれども、何

かコメントございますか。 

  高橋さん、どうですか。 

○高橋専門委員  大分煮詰まってきましたので、これで結構です。 

○斉藤部会長  小幡先生、どうですか。よろしゅうございますか。 

○小幡部会長代理  はい。 

○斉藤部会長  皆さん、よろしいですか。大分詰めていただいたので、御意見がないよう

でございます。 

  そうしますと、今、御説明がありましたように、統計センターの業務の民間開放につい

ては、本日で部会としての審議を終えるということで御了解いただけますか。 

（「はい」と声あり） 

○斉藤部会長  ありがとうございました。 

  それでは、ここから先の閣議決定の内容については、今後調整してまいりたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  ここで一応本日の部会の方は終了しますが、来年どういう状況か、２月か３月かわかり

ませんが、できたらちょっと事務局にお願いしたいんですけれども、中間でどういう進み

方になっているのかのお話をお聞きさせていただければと思います。 

  この前も話題になりましたけれども、もちろんこういうことでやっていただけるという

ことですけれども、１つは民間開放のメリット、これはやってみないとわからないんです

が、十分官の方でもお考えにはなっていますが、何か民間らしい創意工夫を官と一緒に考

えることによって、知恵が出るんではないかという期待がありますので、その辺のところ

は企画的なことになりますけれども、是非御配慮いただけたらと思います。 

  それでは、センターにつきましては、これでヒアリングを終わらせていただきたいと思

います。 

  次に、総務省政策統括官室からの統計調査の民間開放に係るガイドラインの検討状況に

ついてのヒアリングを行いたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

（統計局・統計センター関係者退室） 

                          （政策統括官室関係者入室） 
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○斉藤部会長  お忙しいのにどうもありがとうございます。 

  それでは、まず事務局から御説明いただきましょうか。 

○熊埜御堂参事官  それでは、先ほど政策統括官室は会場におられませんでしたので、も

う一回質問事項から確認をさせていただければと思います。 

  質問事項につきましては、今、皆様のお手元に配付しておりますが、今回は委員の方々

の御意見も伺いまして、政策統括官室に対する質問として３点用意させていただきました。

  １つは、ガイドラインの検討状況についてはどのように行われているのか。また、いつ

まで行うのかということでございます。ガイドラインの改定につきましては、３月末の閣

議決定でガイドラインの改定を速やかにやっていくことが決められておりますけれども、

また、これまでのヒアリングの中で 11 月ごろからやっていきたいということは承っている

ところでございますが、大体どのような手順でどのようにやっていくのか、どういう状況

になっているのかということについて、本日改めて確認をさせていただきたいということ

でございます。 

  ガイドラインの改定は政策統括官室が制度所管部局として中心になって進めていくこと

でございますけれども、各府省に共通する民間開放の在り方、また各府省に共通する課題

について整理すべきと考えるがどうかということで、これについてのお考えを承りたいと

いうことでございます。 

  政策統括官室としては、現在、統計法の改正ということを検討されているところでござ

いますが、統計調査の民間開放について整理し、改正に盛り込むということについて検討

しておられるのか。こういうことについてどうか考えておられるのか。また、前回から統

計法の改正の検討も進まれていると思いますので、どのように進まれているのか、どうい

う状況かということについて聞かせていただければということで質問事項を用意させてい

ただきました。 

  私からは以上です。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。それでは、北田統計企画管理官から、時間は 10

分ぐらいでよろしくお願いいたします。 

○北田統計企画管理官  それでは、今、御指摘の点につきまして、現状と今後の予定等に

ついて御説明をしたいと思います。 

  お手元の資料ですと、資料３が私どもの資料になっております。資料３の最初の紙が「民

間委託推進に関する検討会議における検討スケジュール（案）」というタイトルの資料が

あるかと思いますが、こちらを御覧いただきながら御説明をいたしたいと思います。まず

最初のお尋ねで、ガイドラインの改定の検討についてどういうふうに行われているか。ま

た、いつまでに行うのかということでございますが、この資料にもありますとおり、去る

10 月 20 日にこのガイドラインの改定等を行うための関係府省からなる民間開放推進に関

する検討会議というものを設置いたしました。１回目のその検討会合というのは書いてあ

るとおりですが、近々11 月 22 日に開催をするということでセットしております。 
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  １ページの裏側になりますけれども、今回設置いたしました会議の各関係省との申合せ

を参考に付けさせていただいております。頭の部分が趣旨説明ということですが、中ほど

「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」で市場化テスト、民間開放を促すため

にガイドラインの改定等、所用の措置を速やかに講ずることとされていること等を踏まえ

て、こういう会議をつくって検討するんだというような趣旨を盛り込んで会議を設置いた

しております。 

  資料の方に書いてありますが、検討会議を１回した後は実働的に実務検討ができるワー

キンググループというものをつくりまして、そこでガイドライン改定の基本的な考え方と

か、あるいはそれに基づく具体的な改定事項というものを検討していって、最後は目途と

書いてありますが、来年の５月を一つの目途として、ここでガイドラインの改定案という

のを決めるということ。 

  この検討会議で決めた後、これは主に指定統計調査を持っている大所の省庁で実質的な

議論を進めていこうと思っていますが、最終的には統計を持っている関係府省全体での申

合せということにすべきと思っておりますので、最終的には各府省統計主幹課長等会議の

申合せというような形で決めたいというところで考えております。 

  これに関連しまして、２つ目のお尋ねということで、実際にその内容についてです。私

ども政策統括官室が中心となってやる際に、各府省に共通する民間開放の在り方とか各府

省に共通する課題について整理をするということについて、どういうふうに考えているの

かというところでございます。 

  今、申しましたとおり、この検討会における検討ということではガイドラインの位置づ

けとか、あるいはガイドライン改定の基本的な考え方というものを整理して、それを踏ま

えて検討すべき個別事項というのを設定して、具体的に検討を進めていくと考えておりま

すが、当然のことながら、各府省で申合せをするようなガイドラインをつくるということ

で、その中で各府省に共通する民間開放の在り方、あるいは各府省に共通する課題につい

ても整理をして考えていくという必要があると思っております。 

  ３つ目のお尋ねですけれども、いわゆる統計制度改革の中で統計法の改正というのを現

在検討しているわけですが、その中でも統計調査の民間開放について整理して、改正の中

で盛り込むことを検討するということについて、どう考えるかということです。 

  ここは何回も御説明したことがあるかと思いますが、１つのポイントとして、民間開放

について今後統計制度の中でどういう手当てをしていくべきかということについては、今

の具体の法制度の実務検討のベースになりました、総務省において設置されました統計法

制度に関する研究会でも検討がされたところでございまして、その中では統計調査に関す

る国民の信頼を確保していくために、その統計調査によって集められた情報の保護という

ものを、民間委託、統計調査の適切な実施の観点から検討するということが行われました。

  そういう中で特に法改正との関連においては、民間の受託者に対する調査票の適正管理

義務とか秘密漏洩等に対する罰則というものについて、その規定の明確化を図るというよ
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うな措置を講じていくというふうに考えております。 

  全体として統計法の改正を検討していく中で民間開放に当たって、ほかにどういうよう

な措置を盛り込むということについても検討の一つの枠の中に入っていると考えておりま

す。ただ、具体的にどういうふうに盛り込んでいくか、どういう点をどういう形で新しい

制度の中で実現していけばいいかということについては、今後全体の中で考えていくとい

うようなところが残されておると思います。 

  基本的には今回の改正は、統計全般にわたる制度の基本的な部分というのを改正すると

いう考え方でやっておるところですが、その中で例えば今回、統計法を改正する中でいわ

ゆる政府全体としての統計の施策を総合的、計画的に進めるという観点から、基本計画と

いうのを策定して、それを閣議決定で決めていくというようなところの制度化というのが

中心的なテーマとして盛り込みたいと考えたところでございまして、例えばこういう民間

開放の推進というのは、その制度全体としての統計の中での施策というものについても、

こういう法的に決められた基本計画の中に位置づけて推進を図っていくとか、そういうよ

うなことも一つの選択肢としてはあり得るのかなということを現在考えているところでご

ざいます。 

  資料の方は、今申しましたがそのスケジュールというところ。それから、裏の参考１と

いうのが今、説明いたしました、今回設置しました民間委託推進に関する検討会議。その

後は以前の部会でもお出ししたことがあるものですが、現在のガイドラインの概要という

ものをもう一度参考に付けさせていただきました。これを踏まえて先ほど御説明したよう

な体制とスケジュールで改定作業をしていきたいと考えております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。それでは、御意見はありませんか。どうぞ。 

○佐々木専門委員  このガイドラインの改定を検討するに当たりまして、調査員方式の調

査ということ。また、法定受託事務という理由でこの検討から外すということではなくて、

政府統計調査の実査部分を地方自治体は担っているわけでありますので、所管する各省庁

がこの実施報告の見直しも含めまして、十分検討していただくようによろしくお願いした

いなと思っております。 

  また、今回の統計局の方の計画案の方への地方自治体からの意見につきましても、特に

自治体でしたら専任費の問題でありますとか、各府省も民間開放すべきとか、いろいろ意

見があったように聞いておりますので、地方自治体のメリット、民間開放をする業務の拡

大という部分も含めまして、検討していただけたらなと思っております。 

○北田統計企画管理官  現在のガイドラインをつくったときには、今おっしゃられたよう

に、いわゆる調査員調査でやっている指定統計については、ひとまず置いておいてという

ようなことででき上がっているんですけれども、今回の改定の検討ではそこも含めて検討

していきたいと考えております。 

○斉藤部会長  どうぞ。 
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○高橋専門委員  今のお話で北田さんの方から余りお話がなかったんですけれども、非常

にお答えにくいかもしれませんけれども、司令塔機能について今後いろいろ考えられると

思うんですが、現時点で司令塔機能について、北田さんとしてはどういうふうに考えてい

らっしゃいますか。 

○北田統計企画管理官  何についてのというところではなくて、もう全体ということです

か。 

○高橋専門委員  今後の日本の統計行政にとっての司令塔機能ということで、どういうふ

うに考えていらっしゃるのかです。 

○北田統計企画管理官  私のというよりも、今回の制度改革、司令塔機能の強化というこ

とが随所に出ておりますが、それの一番ベースになる考え方は、内閣府、総務省を通じて

この検討をしている中でずっとあったのは、個別の統計にしても、あるいはこういう統計

を進めていく統計行政に関する課題にしても、やはり現行の統計制度というのが特に個別

の統計調査の審査・承認という行為を中心にして組み立てられているので、どうしても受

動的といいますか、ポジティブにこういうふうにしていこうということを打ち出して、そ

れで政府全体として一つの方向に持っていくということが、個別の統計にせよ横断的な施

策にしろ、どうしても制度上非常に弱い面があります。 

  そこを各省申合せとか、そういうところで実行上ポジティブな部分というのを実質的な

調整機能で旗を振ってきたというところが統計行政の実情だと思うんですが、そこを法的

な枠組みとしても基本計画に代表されるように、もっとポジティブなこういう方向で政府

全体の統計というのを進めていくんだということをきちんと打ち出して、それを政府の合

意として進めていくというような枠組みをきちんと制度的なものとしてつくることが必要

なのではないか。こういうところが基本的な認識だったと思うんですが、私も基本的には

そういう意味で一言で言えば、そういう考え方を持っています。 

○斉藤部会長  どうぞ。 

○小幡部会長代理  このガイドラインの改定作業の状況を伺ったんですが、ちょっと聞き

漏らしたかもしれませんが、この参考２に平成 17 年３月のガイドラインがありますね。こ

こで「民間委託の推進対象業務の範囲」の企画というところがあります。 

  これは「中核的な知識・能力を必ずしも要しない次の業務」ということで企画というの

が挙がっているのですが、非常に大事なところはここだと思うのです。この括弧に挙がっ

ている企画といったときにいろいろな意味があると思うので、企画をある程度もう少し広

くとらえるか、あるいは狭くとらえるかによって、私は統計専門ではないので、そこら辺

はわかりませんけれども、民間委託のやり方にすごく大きく関わってくるところだと思う

のです。ですから、そういう観点から民間の工夫が何かできるところを増やすという方向

で、この企画の括弧書きのところを検討していただいたらよいのかなと思うのが１点。そ

れから、今日の御説明にはございませんでしたけれども、これから進めていく統計、一番

初めに説明いただいたところですね。民間にやっていただくというふうに進めるときの費
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用の総括の方で、つまり人件費など見ているという御説明は前からありましたけれども、

それが民間開放で民間にやっていただくときにどういうふうに動いて、人件費負担の人数

がどうなるかとか、そういう細かい話というのはいつのタイミングで、どこで決めていく

のかなということです。地方自治体にとってみると、そこら辺がはっきり決まらないとな

かなかどうしていいかわからないという、その費用負担の問題があると思います。スケジ

ュール的にはどういう御検討が進められるでしょうか。 

○北田統計企画管理官  最初のガイドラインを検討する中で、企画という範囲を具体的に

もう少し精査して、どういうところまでが民間委託できるのかというところについては、

積極的に議論していただきたいということで、そこはガイドライン全体を考えていく中で

今、言った御意見も踏まえて議論をしていきたいと思います。 

  後段の方ですけれども、枠組み、制度は大きく言えば、指定統計調査の事務を地方経由

でやっているという枠組みと、その枠組みの中で具体的にそれぞれの調査で民間開放が進

んでいったときに、今、言われましたように地方に対する委託費とか、それをどういうふ

うに加減していくのかというようなところがあろうかと思います。 

  今回まず手始めとしては、統計局の方も特に地方で事務を行っている調査についてはひ

とまず地方が事務を行うとしたままで、その中でどういう形で実情に合わせて民間委託を

考えていくというようなところからスタートすると聞いております。 

  そういう中では、専任職員制度の枠組み自体は当面その枠の中ということになろうかと

思うんですが、実際にそういう民間委託をしたときの都道府県の業務量とかがどういうふ

うに変わっていくのかが、具体の統計調査が少しずつ実際に民間開放の作業が行われてい

く中で、具体的なやり方に合わせて、地方の業務量などがどういうふうに変わっていくの

かというのと併せて具体化してくると考えられますので、実際の処理の仕方は具体的な統

計調査の民間開放の進め方の具合と合わせて考えていくということになるのかなと思って

います。アプリオリにこういう考え方で、ここの部分はこうするとかああするというのも

どうかなと思いまして、具体的に民間開放の動作が地方で具体的に進んでいく中で、それ

に合わせて適合するように考えていくというつもりで一緒にやっていこうと思っています。 

○小幡部会長代理  前にもお伺いをしたような気がしますが、業務量を見てから、そうす

ると後でどういうふうになるんですか。遅れて決まってくるんですか。 

○北田統計企画管理官  遅れてというか、前もって例えば翌年度の予算を要求するときに、

もう既に翌年度のやり方というのが確定していれば、それは勿論それでですし、あるいは

入札とか何かをやって、実際にどうなるというのが、実際の作業が並行して起こるような

場合には、民間委託でないシチュエーションでは今でも地方の委託費というのは１年間で

清算して、余ったものを戻してもらったりというような運用というのは今でもやっている

ので、並行してやって最終的にどうやったかということでという道もある。というよりは、

実際に決まるのがそういうステージでやるかやらないかというのが決まっていけばそうで

あるし、前もって１年前からどういうやり方でやるんだということがわかるようなことに



 

 18 

なれば、もう少し早い予算時期での手当てというのもできると思いますが、そこは実際に

どういうやり方で具体に進んでいくかというところを見ながら、逆にそういう実際の作業

に不都合とかがかからないように、それを支える制度というのを運営していくべきかと思

っているところです。 

○斉藤部会長  引頭さん、何かありますか。 

○引頭専門委員  １点だけなんですけれども、今回、民間委託推進に関する検討会議が設

置されるということで、必要に応じて各ワーキングもと書いてあったんですけれども、い

わゆる委託しなければいけない地方自治体であるとか、そういう調査実施者の方の様子と

いうか、そちらの方からの意見を吸い取ったり、確かに先ほど統計局さんの方からはいろ

んな照会は聞いたということではあるんですけれども、ガイドラインを詰めていく中で、

もしかしたら実施者の方の意見も聞かなければいけないときもあるかもしれないと思うん

ですが、その辺りについてはどのようにお考えでしょうか。 

○北田統計企画管理官  各省ではなくて実施者ですか。 

○引頭専門委員  各省から更に実際の業務を委託されて行う人たちがこういうガイドライ

ンに沿った形で受託することで、要は是とするのかどうか。要はよりよく都道府県や市町

村に広がっていくための動線づくりについてはどうお考えですかということでございます。

○北田統計企画管理官  先ほどありましたように、とりあえず関係省のいわゆる国として

の調査実施者のチームとしてつくっておりますが、今、言われましたように、議論をして

いく中では実際にそれを受ける立場にある方とか、いろいろ関係する方がおりますので、

そういう方の立場からの意見も必要に応じて聞いて、吸収しながらやっていく必要はある

と思っています。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。せっかくガイドラインの改定をなさるというこ

とでありますので、今までは当然その公共サービス改革法もなかったわけでしょうけれど

も、こういうものができて、極力民間開放でやりましょうということに世の中の動きはな

っているということですし、一部の府省さんにおいては前向きにこれを取り組もうという

ところもあるやに聞いております。 

  こういう調査員の老齢化の問題ですとか、あるいはＩＴ化の問題だとか、そういう環境

が激変してきているんだと思いますので、是非そういうことも含めた、極力この公共サー

ビス改革法を利用するというふうなガイドラインの改定を是非やっていただきたいなと思

います。それでは、政策統括官室からのヒアリングを終わらせていただきたいと思います。 

○熊埜御堂参事官  部会長、ちょっとよろしいですか。済みません。 

  事務局から１点だけ政策統括官室にお願いなんですけれども、先ほど統計局のヒアリン

グで平成 19 年度の周期調査についての検討をされているという御報告があった中で、地方

公共団体との関係で、具体的にどのような形で民間開放による実査を行う準備をしていく

のか。また、都道府県の意見・要望をどのように反映してやっていくかについては、今、

具体的に個々の自治体と調整をされている最中というお話があって、その具体的な検討と
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いうのはおそらく、先ほど小幡部会長代理からも御指摘のあった、具体の調査についてど

のようにやっていくのかということと絡んでくると思うんです。 

  それについて、統計局の方からは次回の部会で、全部とは言えないと思いますが、進捗

状況を報告したいというお話がありましたので、次回の部会のときには、政策統括官室と

御相談した形で報告をしていただくということにしていただきたいと思うんです。場合に

よっては同席をしていただいて、制度の問題についてこう考えていると。それも明確なこ

とは言えないかもしれませんが、こういうことを考えているということで結構だと思いま

す。 

  検討の中では制度の問題も絡むと思いますので、おそらく統計局だけで解決できない問

題もあると思うんです。その辺りがどうなっているかについて、そこは御相談しながら、

御協力しながらというお答えはお互いに聞いているんですが、よく調整をしていただいて、

御報告を統計局がするに当たっての準備に関与していただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○斉藤部会長  ありがとうございます。大変大事な御指摘で、そうしていただくとより実

現性が高いと思いますし、だんだんでしょうけれども、ちぐはぐに一部は民間開放してい

て、ある省はそうではないとかいうことが起こりますと逆にコストとしては非常にかかっ

てしまいます。このごろ国民財産だといって日経経済教室は統計問題を３回連続で流して

います。あまりポジティブな記事ではないのが多いんですが、ああいうふうに国民も非常

に関心を持ってきて、統計の質ですとか内容に対して非常に関心を持ち始めているわけで

すね。 

  ですから、最終的な着地点としては、やはり一つの国としてのやり方というのがまとま

るのが一番いいわけで、１～２年ではそうならないかもしれませんけれども、是非ひとつ

指導力を発揮していただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ヒアリングを終わらせていただきまして、このヒアリング結果を踏まえまし

て、閣議決定に向けて調整してまいりたいと考えていますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

（政策統括官室関係者退室） 

○斉藤部会長  事務局から何か説明はありますか。 

○熊埜御堂参事官  本日は部会の審議を踏まえまして、年末に向けての閣議決定の案文を

調整させていただくということでございますが、次の部会は 12 月４日の予定でございます

ので、その間も総務省中心に各府省と調整をしていかなければならないということになり

ます。 

  各専門委員の方々には個別にメール等で御連絡はさせていただきますけれども、一応調

整につきましては部会長、部会長代理に一任をいただいて、事務局の方でやらせていただ

くということでお願いしたいと思います。 

  今、全体の進捗状況では 11 月末までを目標に案文をセットということでございますので、
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場合によっては 12 月４日は大体案文は固まった形で、ただ、本日 12 月４日の部会での審

議事項の一部が出ておりますので、12 月の部会は開催させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思っております。 

  実は統計調査の民間開放で、ガイドラインの改定との関係で、このガイドラインの改定

は総務省の仕事が中心でありますけれども、各府省もガイドラインの改定を見守るだけで

なく、やはり積極的に民間開放に向けた具体的方策を検討していただきたいと考えている

ところでございます。 

  ただ、これはヒアリングを踏まえてということで、各府省にはそういうことについて、

いつまでやるんだということは申しておりませんが、この辺りについて調整をしていく必

要があると考えております。 

  また、幾つかの省から、具体的な調査名を挙げた上で公共サービス改革法に基づく民間

開放をやることについて提示をすることを検討していると聞いております。その調査の中

身とかにもよるということはあるんですが、積極的に活用していただくというのは結構な

ことだと基本的には考えておりますので、この辺りにつきましても御連絡はさせていただ

きますけれども、こういうものを年末の閣議決定に入れるかどうかについては部会長、部

会長代理に一任ということで、よろしく処理をさせていただければと考えております。 

  以上でございます。 

○斉藤部会長  ありがとうございました。 

  それでは、本日はこれで終了いたします。 

 


